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総 行 選 第 ２ ９ 号

平成２１年５月２６日

各都道府県選挙管理委員会書記長 殿

総務省自治行政局選挙部選挙課長

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る

選挙人名簿の抄本の閲覧に関する取扱いの周知徹底について（通知）

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。）第２８条の２及び第２８条の３

の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧については、「選挙人名簿の抄本の閲覧に関

する留意事項について（通知）」（平成１７年３月２５日付け総行選第７号）、住民

基本台帳事務処理要領（昭和４２年１０月４日法務省民事甲発第２６７１号、保発第

３９号、庁保発第２２号、４２食糧業第２６６８号（需給）、自治振第１５０号）等

を踏まえ、かねてから適正な事務処理に努められていることと存じます。

しかしながら、今般「配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価書」（平成２１

年５月総務省）において、ドメスティック・バイオレンスの被害者に係る選挙人名簿

の抄本の閲覧制限が不十分である事例が指摘されましたので、ドメスティック・バイ

オレンス及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の閲覧に関する留意事項に

ついて、再度通知します。

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村の選挙管理委員会に対して改めて周

知徹底を図っていただくとともに、その運用に遺漏のないよう、格別の御配慮をお願

いします。

地方自治法 第２４５条の４第１項のなお、本通知は、 （昭和２２年法律第６７号）

規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
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記

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者（住民基本台帳事務

処理要領第６－１０に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメステ

ィック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けてい

る者。以下「支援対象者」という。）が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧につ

いては、住民基本台帳担当部署と連携を取り、以下のとおり取り扱うことが適当であ

ること。

１ 申出に係る選挙人が支援対象者である選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

（１）ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者（以下「加害

者」という。）が判明しており、加害者から申出に係る選挙人が支援対象者で

ある選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合（選挙人名簿の抄本の閲覧

者及び選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項を取り扱う者の中に加害者

が含まれている場合を含む。）には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそ

れがある申出として、法第２８条の２第３項又は第２８条の３第３項の規定に

より、閲覧を拒否すること。

（２）その他の第三者から申出がなされた場合には、加害者が第三者になりすまし

て行う申出に対し閲覧させることがないよう、十分留意して厳格に本人確認を

行うこと。

また、加害者の依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させることがない

よう、閲覧の目的等について十分留意して厳格な審査を行うこと。

なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして申出をする

ことも考えられるため、申出者が国又は地方公共団体の機関である場合であっ

ても、閲覧者については、十分留意して厳格に本人確認を行うこと。

２ 市町村の選挙管理委員会は、その判断により、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出に

おいて特段の申出がない場合には、支援対象者を除く申出であるとみなし、支援対

象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することとして差し支えな

いものであること。なお、この場合、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿閲覧

申出書に明記する等により、あらかじめその旨を申出者に明らかにすること。

以上


